


片仮名の「イゼナ」を図案化したもので、
円は村民の親和を象徴している。

限りない発展を続けるようにとの意味がこめられている。
昭和44年8月15日に制定される。

村　　章

　　　　　　伊是名村民憲章
　わたくしたちは、古い歴史の中に育まれ、美しい自然に
恵まれた伸びゆく伊是名村の村民であることに誇りと責任
をもち、友愛の精神をもととして、明るく豊かな村をつく
り村勢のたくましい発展を続けるために進んでこの憲章を
実践しましょう。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
あ
た
た
か
く
交
わ
り
、

　
　
互
い
に
た
す
け
あ
い
、
明
る
い
村
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
健
康
で
た
く
ま
し
く
生
き
、

　
　
豊
か
な
村
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
き
ま
り
を
守
り
、

　
　
よ
い
風
習
を
育
て
住
み
よ
い
村
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
環
境
を
と
と
の
え
、

　
　
清
ら
か
な
美
し
い
村
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
教
養
を
高
め
、

　
　
情
操
を
豊
か
に
、
文
化
の
村
を
築
き
ま
し
ょ
う
。

こ  こ  ろ　ね 　き  よ ー　き　　ひ  と  の　  わ　   と　　　　　   し  ぜ  ん　の　　さ  ー  ち  ー   に

こ　こ  ろ　  ね　き よ  ー　  き　ー　　　　  ひ  と  　の  ー  わ  ー　  と　　　　　   し   ぜ   ん

は　 ぐ   く ま ー　れ　　　　　へ   い わ  のし ま と　 そ   の　  な  も たか き　 へ  い  わ の  し  ま   と

の   さ ち ー  に　は ぐ   く ま ー  れ　  へ い　わ 　  の　  ー  し  ま ー と　 そ    の  な  も 　た　か 　き

そ  の  な も た  か き　　　わ　　れ　ら　　が　　きょう　ど　　　い　 ぜ　  な　  む　　ら

わ　  れ　ら　   が  きょう　ー　  ど　　い　 ぜ　  な　    ー　　  む　　ー　　   ら　ー
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四
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伊是名村歌〈１表〉については
1970年（昭和45年）分村30周
年と新庁舎落成記念行事の際
制定されたものである。

〈２表〉については昭和49年
作曲されたもので参考まで
に掲載する。
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01 計画について 
 

第１節  「総合計画」と「総合戦略」について 

（１）「第５次伊是名村総合計画」とは 

「総合計画」は、地方自治体における行政運営の最上位計画であり、自治体の将来目標や施策を、全

ての村民や事業者、行政が共有し、行動するための基本的な指針となるものです。本村においては、

2012（平成 24）年度に「第４次伊是名村総合計画（基本構想・基本計画）」を策定し、将来像のもと、し

まづくりを進めてきました。第４次総合計画は 2021（令和３）年度で計画期間の終わりを迎えることか

ら、2022（令和４）年度以降の指針となる次期計画を策定する必要があります。また、10 年前と比べて

社会ニーズの変化や技術の革新など、本村をとりまく状況は大きく変化しています。 

そこで、今後 10 年間のしまづくりの方向性と、村の将来像の実現のための取り組みを総合的かつ体

系的に示し、村民と事業者・行政が共有する指針として、「第５次伊是名村総合計画」を策定します。 

 
（２）「第２期伊是名村総合戦略」とは 

一方、「総合戦略」は、国の「まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）」に基づいて策定が

求められている計画で、地域課題の解決や地域への人の定着を目指した取り組みが主な内容です。 

本村では、2015（平成 27）年度に「伊是名村人口ビジョン・総合戦略」を策定しましたが、目標年度

は 2019（令和元）年度となっており、第２期となる次の総合戦略の策定が必要です。 

 

第２節  計画の位置づけ 

「総合計画」と「総合戦略」は、目的や役割に違いはあるものの、取り組む内容には共通するものがあ

ります。そこで、第５次伊是名村総合計画と第２期伊是名村総合戦略を一体的に策定するものとします。 

計画策定にあたっては、国や県の上位・関連計画と整合を図りました。また、しまづくりの各分野にお

いては、それぞれの課題に応じて各個別計画が策定されています。 

 
計画の関係 

  

第５次伊是名村総合計画 
第２期 

伊是名村総合戦略 

教育・文化に

関する計画 

生活環境や 

基盤整備に 

関する計画 

福祉に 

関する計画 

産業に 

関する計画 

土地利用に 

関する計画 

各分野の個別計画 

国や県の 

上位・関連 

計画 
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02 計画の構成と期間 
 

第１節  計画の構成と期間 

本計画は［基本構想］、［基本計画］、［実施計画］の３段階で構成しています。 

また、本計画は、2022（令和 4）年度を基準年とし、目標年度を 10 年後の 2031（令和 13）年度とし

ます。 

 
［基本構想］ 

しまづくりの将来像、それを実現するための基本目標や政策の方針を示します。 

計画期間は 10 年間です。 

■基本構想の計画期間：2022（令和 4）年度から 2031（令和 13）年度 

 
［基本計画］ 

基本構想で掲げた将来像の実現に向けて、各分野で取り組む施策や手段などを具体的に示します。

また、本計画では、基本計画のなかに「第２期伊是名村総合戦略」を盛り込むこととし、基本計画と同じ

期間を計画期間とします。 

計画期間は、前期５年間、後期５年間とします。 

■前期基本計画の計画期間：2022（令和 4）年度から 2026（令和 8）年度 

■後期基本計画の計画期間：2027（令和 9）年度から 2031（令和 13）年度 

 
［実施計画］ 

基本計画に示した施策や手段は、財政計画と連動させ優先度を考慮しながら、具体的に実施する事

業計画を策定します。 

実施計画は、３年ごとを目途に策定します。 

 
 
本計画の構成と期間 

2022 

R4 

2023 

R5 

2024 

R6 

2025 

R7 

2026 

R8 

2027 

R9 

2028 

R10 

2029 

R11 

2030 

R12 

2031 

R13 

 

  

基本構想 

基本計画 

実施計画 

基本構想 （10 年間） 

前期基本計画 （５年間） 後期基本計画 （５年間） 

第２期伊是名村総合戦略 （５年間） 

実施計画（３年ごと） 
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03 伊是名村をとりまく状況 
 

第１節  伊是名村の概況 

本村は、今帰仁村の運天港から北方約 28km に位置し、総面積は 15.43ｋ㎡で、主島の伊是名島

（14.16ｋ㎡）と、無人島である屋那覇島（0.74ｋ㎡）・具志川島（0.47ｋ㎡）・降神島（0.07ｋ㎡）の４島

から成っています。 

伊是名島は、風光明媚な島です。周囲を白砂とコバルトブルーの海に囲まれ、山岳地帯には天然の盆

栽を思わせるリュウキュウマツの群落が広がっています。また、集落によっては赤瓦屋根の家並みとテー

ブルサンゴで積まれた石垣とフクギ並木が残されています。歴史的には第二尚氏王統の始祖・尚円王

と、第二代・尚宣威
し ょ う せ ん い

王の生誕の地として知られ、ゆかりのある歴史文化遺産も数多く残されています。 

伊是名島の周囲は 16.7ｋｍでほぼ円形になっており、島の南東から北西へ向けて、標高 82m～

120ｍの山岳が連なっています。これらを分水嶺として、東部と西部の海岸線へ緩やかな勾配を持っ

て、農耕地や集落が広がっています。 

集落は、海岸沿いに発展し、南に伊是名区、東に仲田区・諸見区、北に内花区、西に勢理客区の集落

が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節  計画策定の基礎条件 

（１）人口・世帯数の推移 

本村の人口および世帯数は、2020（令和２）年の国勢調査時点で 1,322 人、637 世帯で、１世帯あ

たり人員は 2.１人でした。 

1985（昭和 60）年からの推移をみると、当時 2,003 人だった人口は減少を続け、2020 年までの

35 年間で 681 人減少しています。世帯数は増加傾向であり、1 世帯あたりの人員は減少傾向です。

2020 年は 2.１人と、核家族化が進んでいることが伺えます。 

年齢３区分別人口をみると、2020 年の国勢調査時点では、年少人口 207 人（15.7％）、生産年齢

人口 707 人（53.5％）、老年人口 408 人（30.9％）でした。 

年少人口の構成比は、1985 年には 23.6％でしたが、2020 年には 15.7％に減少しています。沖

縄県全体の数値と比較しても、年少人口構成比は低く、老年人口構成比は高い数値となっており、少子

高齢化が進行しています。  

尚円王・尚宣威王の生誕の地 

近世の正史によると、第二尚氏の始祖である尚円と、第二代目の王である弟の

尚宣威は、伊是名島諸見
し ょ み

邑
むら

の出身です。尚円は、島に住んでいた頃は北
に し

の
ぬ

松金
ま ち が に

と

呼ばれていました。伊是名村には、「みほそ所」、「潮平井
すんじゃがー

」、「逆田
さ ー た

」、「玉御殿
た ま う ど ぅ ん

（伊

是名玉御殿）」などゆかりのある史跡が残されています。 

この歴史的事柄は、伊是名村にとって最も貴重な財産であり、資源でもあり、何

よりも島に生きる人々の心の拠り所になっています。 

 POINT 
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総⼈⼝および世帯数の推移 （資料：国勢調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢３区分別⼈⼝の推移 （資料：国勢調査／沖縄県の総数には年齢不詳を含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

人口 2,003 1,892 1,895 1,897 1,762 1,589 1,517 1,322

世帯数 648 650 650 716 722 699 695 637

1世帯あたり人員 3.1 2.9 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1

人口増加率 - -5.5% 0.2% 0.1% -7.1% -9.8% -4.5% -12.9%

世帯増加率 - 0.3% 0.0% 10.2% 0.8% -3.2% -0.6% -8.3%

2,003
1,892 1,895 1,897

1,762
1,589 1,517

1,322

648 650 650 716 722 699 695 637

3.1
2.9 2.9

2.6
2.4

2.3 2.2
2.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

（人/世帯）（人・世帯） 総人口および世帯数の推移

人口 世帯数 1世帯あたり人員

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
沖縄県

（令和２年）

2,003 1,892 1,895 1,897 1,762 1,589 1,517 1,322 1,467,480

人口 472 432 426 417 352 264 237 207 243,246

構成比 23.6% 22.8% 22.5% 22.0% 20.0% 16.6% 15.6% 15.7% 17.0%

増減率 - -8.5% -1.4% -2.1% -15.6% -25.0% -10.2% -12.7% -

人口 1,117 990 943 948 917 871 860 707 871,154

構成比 55.8% 52.3% 49.8% 50.0% 52.0% 54.8% 56.7% 53.5% 60.8%

増減率 - -11.4% -4.7% 0.5% -3.3% -5.0% -1.3% -17.8% -

人口 414 470 526 532 491 454 420 408 324,708

構成比 20.7% 24.8% 27.8% 28.0% 27.9% 28.6% 27.7% 30.9% 22.7%

増減率 - 13.5% 11.9% 1.1% -7.7% -7.5% -7.5% -2.9% -

総　人　口

年少人口

（０～１４歳）

生産年齢人口

（１５～６４歳）

老年人口

（６５歳以上）
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（２）産業構造 

①労働力人口（就業者数・完全失業者数）の推移 

労働力人口とは、15 歳以上の人口に占める就業者と完全失業者をあわせた人口のことです。本村の

労働力人口は、2015（平成 27）年の国勢調査によれば、821 人で、15 歳以上人口の 64.1％となって

います。そのうち、就業者数は 739 人（57.7％）、完全失業者は 82 人（10.0％）となっており、およそ１

割の村民が何らかの理由で就業できていないことになります。 

推移をみると、労働力人口は、1985（昭和 60）年からの 30 年間で 141 人も減少しています。就業

者数は 1985 年の 923 人から 739 人と 184 人の減少となっており、労働力人口に占める割合も

60.3％から 57.7％に減少しています。反対に完全失業者数は増加傾向にあります。ただし、2010（平

成 22）から 2015 年にかけては、就業者数は増加し、完全失業者数は減少しました。 

沖縄県全体の数値と比較して、本村における完全失業率は 3.7％も高く、雇用の創出が必要と考え

られます。 

15 歳以上労働⼒⼈⼝の推移 （資料：国勢調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※労働⼒⼈⼝⽐率：15 歳以上の⼈⼝に占める「労働⼒⼈⼝」の割合。 
※就業率：15 歳以上⼈⼝に占める「就業者」の割合。 
※完全失業率：「労働⼒⼈⼝」に占める「完全失業者」の割合。  

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
沖縄県

（平成27）

2,003 1,892 1,895 1,897 1,762 1,589 1,517 1,433,566

1,531 1,460 1,469 1,480 1,408 1,325 1,280 1,170,446

76.4% 77.2% 77.5% 78.0% 79.9% 83.4% 84.4% 81.6%

総数 962 998 1,035 874 907 808 821 629,394

労働力人口比率 62.8% 68.4% 70.5% 59.1% 64.4% 61.0% 64.1% 53.8%

就業者数 923 978 1,002 819 836 689 739 589,634

就業率 60.3% 67.0% 68.2% 55.3% 59.4% 52.0% 57.7% 50.4%

完全失業者数 39 20 33 55 71 119 82 39,760

完全失業率 4.1% 2.0% 3.2% 6.3% 7.8% 14.7% 10.0% 6.3%

568 461 432 596 495 516 459 398,505非労働力人口
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②産業別就業者数および構成比の推移 

2015（平成 27）年の国勢調査によれば、産業別就業者数および構成比は、第一次産業 194 人

（26.3％）、第二次産業 158 人（21.4％）、第三次産業 387 人（52.4％）となっており、第三次産業の

従事者数の割合が高くなっています。 

推移をみると、1985（昭和 60）年には第一次産業が 48.4％、第二次産業が 20.3％、第三次産業

が 31.3％と第一次産業が中心だったのに対し、徐々に第一次産業が減少し、第三次産業が増加する

傾向にありました。しかし、2010（平成 22）年から 2015 年にかけては、第一次産業が従事者数・割合

ともに増加がみられます。 

沖縄県全体の構成比と比較して、本村では第一次産業の割合が高いことは特徴のひとつです。 

 
産業別就業者数の推移 （資料：国勢調査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比

就業

者数
構成比 従業者数 構成比

農　　　業 386 41.9 390 39.9 333 33.2 214 26.2 201 24.4 148 21.5 159 21.5 23,772 4.4

林　　　業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0 0.0 205 0.0

水　産　業 60 6.5 45 4.6 23 2.3 26 3.2 55 6.7 31 4.5 35 4.7 2,616 0.5

第一 次 産 業 446 48.4 435 44.5 356 35.5 240 29.3 257 31.2 179 26.0 194 26.3 26,593 4.9

鉱　　　業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 254 0.0

建　設　業 149 16.2 171 17.5 195 19.5 140 17.1 135 16.4 94 13.7 94 12.7 52,335 9.7

製　造　業 38 4.1 39 4.0 36 3.6 32 3.9 25 3.0 52 7.6 64 8.7 28,919 5.3

第 二 次 産 業 187 20.3 210 21.5 231 23.1 172 21.0 160 19.4 146 21.2 158 21.4 81,508 15.1

卸・小売業・飲食店 68 7.4 94 9.6 106 10.6 92 11.2 100 12.1 50 7.3 38 5.1 81,924 15.1

金融・保険 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11,034 2.0

不動産業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.6 2 0.3 12,219 2.3

運輸・通信業 32 3.5 11 1.1 32 3.2 35 4.3 29 3.5 31 4.5 28 3.8 38,340 7.1

電気・ガス・水道業 8 0.9 6 0.6 8 0.8 8 1.0 4 0.5 3 0.4 3 0.4 3,223 0.6

サービス業 114 12.4 142 14.5 190 19.0 187 22.9 211 25.6 212 30.8 235 31.8 252,989 46.7

公　　　務 67 7.3 80 8.2 79 7.9 84 10.3 64 7.8 63 9.2 81 11.0 33,605 6.2

第 三 次 産 業 289 31.3 333 34.0 415 41.4 406 49.6 408 49.5 363 52.8 387 52.4 433,334 80.0

922 100.0 978 100.0 1,002 100.0 818 100.0 825 100.0 688 100.0 739 100.0 541,435 100.0

1 - - - - 1 - 48,199
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③産業別事業所数の推移 

統計局の「経済センサス」調査によれば、2016（平成 28）年の本村の事業所数は 88 事業所で、従

業者数は 420 人でした。その内訳は、サービス業が最も多く 36 事業所（41％）、次いで卸・小売業 21

事業所（24％）、建設業 16 事業所（18％）、製造業 6 事業所（7％）、農林水産業５事業所（6％）となっ

ています。 

推移をみると、1986（昭和 61）年からの 30 年間で、事業所数は 21 事業所減少していますが、従業

者数は増加しています。事業所の内訳を 10 年前の 2006（平成 18）年と比較すると、構成は大きく変

わりませんが、サービス業の比率が低下し、建設業の比率が増加しています。 

 
産業別事業所数の推移 （資料：事業所・企業統計／経済センサス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「-」は実在しないもの。 
※経済センサスでは、「事業所」を次のとおり定義している。 

事業所とは、経済活動が⾏われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいう。 
●⼀定の場所（１区画）を占めて、単⼀の経営主体のもとで経済活動が⾏われていること。 
●従業者と設備を有して、物の⽣産や販売、サービスの提供が継続的に⾏われていること。  

1986年 1991年 1996年 200１年 2006年 2012年 2016年

事業所 3 2 3 1 1 5 5

従業者 12 6 23 5 5 54 53

事業所 - - - - - - -

従業者 - - - - - - -

事業所 12 12 13 16 16 11 16

従業者 138 101 135 122 130 58 107

事業所 8 3 6 8 6 6 6

従業者 45 41 33 56 43 40 42

事業所 52 49 49 50 29 23 21

従業者 87 90 115 191 53 54 55

事業所 - - - - - - -

従業者 - - - - - - -

事業所 1 1 - - - 2 1

従業者 1 1 - - - 3 3

事業所 6 4 5 2 3 3 3

従業者 8 7 29 2 11 32 18

電気・ガス・水道 事業所 1 1 2 1 - - -

熱供給業 従業者 6 6 8 6 - - -

事業所 26 25 42 37 52 39 36

従業者 99 90 231 164 225 178 142

事業所 109 97 120 115 107 89 88

従業者 396 342 574 546 467 419 420

金融・保険業

不動産業

運輸通信業

サービス業

総数

卸・小売業

農林水産業

鉱業

建設業

製造業

サービス業; 

52 ; 48%
卸・小売業; 

29 ; 27%

建設業; 

16 ; 15%

製造業; 6 ; 6%

運輸通信業; 3 ; 3% 農林水産業; 1 ; 1%

2006年の産業分類別事業所数の割合

サービス業; 

36 ; 41%
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21 ; 24%

建設業; 

16 ; 

18%

製造業; 6 ; 7%

農林水産業; 5 ; 6%
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不動産業; 1 ; 1%

2016年の産業分類別事業所数の割合
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（３）土地利用規制の現況 

本村の土地利用規制現況は次頁の表のとおりです。 

農業振興地域として 1,159ha が指定されており、そのうち 667ha が農用地区域（※1）に指定され

ています。 

森林地域（※2）は 371 ha が指定されており、その内訳は民有林 371 ha（民有保安林 186ha 含

む）です。 

チヂン岳一帯の伊是名山 53.40ha が自然環境保全地域（※3）に指定されています。 

砂防指定地（※4）は 5.16ha が指定されています。 

海岸保全区域（※5）は、港湾局所管として仲田港（字仲田、上仲田、南風原）34,166 ㎡・仲田港（字

仲田）13,590 ㎡、農村振興局所管として伊是名海岸 162,971 ㎡・内花海岸 91,900 ㎡・屋ノ下海岸

103,000 ㎡・勢理客海岸 113,500 ㎡、水産庁所管として伊是名漁港海岸 1,128m・勢理客漁港海岸

844m が指定されています。 

港湾法に基づく管理区域は、港湾区域（※6）として仲田港 188ha・内花港 67ha、港湾隣接地域

（※7）として仲田港（仲田）3.42ha・仲田港（仲田２）1.26ha が指定されています。また、臨港地区

（※8）として、仲田港臨港地区 3.8ha・内花港臨港地区 1.8ha が指定されています。 

漁港区域（※9）として、伊是名漁港（字伊是名・勢理客）237ha が指定されています。 

 
  

規制地域・地区の種類 

この項目に登場する規制地域・地区の内容は次のとおりです。 

（※1）農用地区域  農振法に基づいて定める、農業目的に使用すべき土地。 

（※2）森林地域  森林法に基づいて定める、林業の振興または森林の有する諸機能の維持増進

を図る必要がある地域。 

（※3）自然環境保全地域  自然環境保全法または都道府県条例に基づいて定める、自然環境の

保全や生物多様性の確保のために指定された地域。 

（※4）砂防指定地  治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止・制限

すべき土地として指定した区域。 

（※5）海岸保全区域  海岸法に基づき、国土を津波・高潮・波浪などから守るために指定した区

域。国土交通省（水管理・国土保全局、港湾局）所管と、農林水産省（農村振興局、水産庁）

所管がある。 

（※6）港湾区域  経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域につい

て、国土交通大臣または都道府県知事が港湾管理者に対して認可した水域。 

（※7）港湾隣接地域  水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を

保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域。 

（※8）臨港地区  港湾の管理運営を円滑に行うため、水域である港湾区域と一体として機能すべ

き陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた地区または港湾法により港湾

管理者が定めた区域。 

（※9）漁港区域  水産業の発達を図るため漁港を整備し、その維持管理を適正に行うため必要な

天然または人口の漁業根拠地となる水域、陸域および施設の区域。 

 POINT 
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⼟地利⽤規制の現況 （資料：伊是名村） 
 
 
  

根拠法等 規制地域等名

1,159 ha

667 ha

371 ha

- ha

371 ha

うち民有保安林 186 ha

自然環境保全法 自然環境保全地域 53.40 ha

砂防法 砂防指定地 5.16 ha

34,166 ㎡

13,590 ㎡

162,971 ㎡

91,900 ㎡

103,000 ㎡

113,500 ㎡

1,128 ｍ

844 ｍ

188 ha

67 ha

3.42 ha

1.26 ha

3.8 ha

1.8 ha

漁港漁場整備法 漁港区域 237 ha

海岸法

農業振興地域の整備に関

する法律（農振法）

森林法

海岸法

港湾法

港湾法

都市計画法または港湾法

伊是名漁港（字伊是名、勢理客）

国有林

民有林

仲田港（仲田2）

勢理客漁港海岸

仲田港

内花港

仲田港（仲田）

伊是名漁港海岸

仲田港臨港地区

内花港臨港地区
臨港地区

港湾区域

仲田川

仲田港（字仲田、上仲田、南風原）

仲田港（字仲田）

伊是名海岸

内花海岸

屋ノ下海岸

勢理客海岸

（農林水産省）農村振興局所管

海岸保全区域

（農林水産省）水産庁所管

海岸保全区域

森林地域面積

チヂン岳一帯の伊是名山

港湾隣接地域

面積・延長名称、区域、区分、地区等

農業振興地域および農用地区域

森林地域

（国有林、民有林、民有保安林）

（国土交通省）港湾局所管

海岸保全区域

農用地区域

農業振興地域



10 

第３節  しまづくりの主要課題 

村民アンケートや地域懇談会（ワークショップ）などで挙げられた意見を踏まえ、本村における今後 10

年間のしまづくりの主要な課題を、次のとおり整理します。 

 
（１）人口の維持・増加に向けた総合的な取り組み 

村民アンケートや村民懇談会において、多くの村民から人口の減少を懸念する声がありました。 

本村の人口は、1985（昭和 60）年から減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいる状況です。村では

2016（平成 28）年に「伊是名村人口ビジョン・総合戦略」を策定し、人口の維持・増加に向けて取り組

んできました。今後は、総合計画と総合戦略の関係性をさらに強化して、村出身者や村外出身者が島に

戻ってきたい・住みたい・住み続けたいと思える環境づくりに向けて、総合的に取り組みを進めていく必

要があります。 

 
（２）良好な自然環境の保全 

村民アンケートでは、伊是名村に住み続けたい理由として自然環境がよいからと回答する人も多く、

今後 10 年間で重要な取り組みでも「自然環境や伊是名村らしい景色の保全」が 1 位でした。豊かな自

然は、本村の大切な資源であり、本村の風土や歴史文化の土台となるものです。 

 

（３）教育・歴史・文化の振興 

本村は、第二尚氏王統の始祖・尚円王と第二代目の尚宣威王の生誕の地です。また、伊是名城跡や

伊是名玉御殿などの史跡の他、イルチャヨーやウンナーなどの伝統行事、そして尚円太鼓や組踊「仲村

渠真嘉戸」といった新たな芸能文化などを有しています。これらの歴史文化遺産を継承していくために、

村民の文化振興に対する意識啓発や、幼稚園・小中学校での普及継承を推進する必要があります。 

また、村民アンケートでは今後 10 年間で重要な取り組みとして、教育環境の向上（中学校）（小学校）

（幼児教育）が２位から４位を占めました。離島であることをハンディキャップとさせないための、特色あ

る学校づくりも重要となっています。 

 
（４）誰もが住みよいしまへ（福祉の充実） 

少子高齢化が進んでいる本村では、子育て支援や高齢者福祉、保健・医療の充実が重要になります。 

村民アンケートでは、子育てに関して子どもたちを遊ばせる環境の整備や子育てと仕事の両立につい

ての意見が挙げられました。また、高齢者福祉に関しては一人暮らしの高齢者に対する在宅サービスの

充実や高齢者のスポーツ・生涯学習への参加についての意見が、保健・医療に関しては老人福祉の充

実や保健医療施設の充実などの意見が挙げられました。 

 
（５）安全・安心なしまづくり 

近年、常態化する異常気象による災害が全国的に問題となっています。また、新型コロナウイルス感

染症の流行など、未知の脅威による影響も懸念されます。離島である本村では、消防や救急・医療など

の体制を強化することが重要です。 

村民アンケートでは、安全・安心なしまづくりについて、満足度が高い結果でした。今後も引き続き、村
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民が安心して住み続けられるしまづくりを進めていく必要があります。 

 
（６）交通網など社会基盤の整備 

本村は離島村であり、沖縄本島への交通手段は船舶による海上交通が、村民の生活に欠かせない重

要な交通手段となっています。2015（平成 27）年から新造船「フェリーいぜな尚円」が就航しています

が、荒天時や台風時による船舶の欠航は村民の生活に大きな影響を及ぼしている状況です。 

また、隣村である伊平屋村との相互交流や観光客の利便性向上を図るため、架橋や空港の整備が求

められています。その他、人口の維持・増加のためには、住居や上下水道などの基盤整備も重要です。 

 
（７）地域資源を生かした産業の振興 

産業は、島を特徴づける基盤になると共に、雇用が少ないことは若者の島外への流出の要因のひとつ

となっています。若い人が働ける環境づくりや安定した雇用の創出が重要です。 

農林水産業の振興について、後継者の育成が必要との声が多く挙げられました。そのためには、特産

品の開発や、商工業や観光業と連携した 6 次産業化、資源を生かした体験型観光等の促進など、雇用

創出の機会を増やすとともに各産業を支援する取り組みが求められています。 

 
（８）みんなで進めるしまづくり 

村民アンケートでは、しまづくりへの参加方法として、「自治会活動へ参加する」が最も多く挙げられま

した。また、村民懇談会では、みんなで支えあう伊是名村について意見が挙げられており、老いも若き

も、島出身者も島外出身者も、行政も村民も、みんなで伊是名村の将来を考える、協働のしまづくりが

求められています。 

 
（９）SDGs の推進 

SDGs
エスディージーズ

など、持続的な世界の実現に向けて世界中で取り組む動きがあります。本村においても村の将

来像の実現にむけて「社会」「経済」「環境」のバランスを図りながら、持続的なしまづくりを進めていく必

要があります。 

 

 

  
SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは 

SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標） 

とは、2015（平成 27）年の国連サミットで採択された国際目標です。環境対 

策に加えて経済も同時に発展させ、暮らしや人の尊厳を守ることなど社会問 

題も含めて総合的に取り組むことで、持続的な世界を実現することを目指すものです。 

 POINT 
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 村民アンケートこぼれ話  

今後 10 年間で重要な取り組みは？ 

総合計画の策定にあたって、村民アンケート調査を実施しました。

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございます！ 

 
村民アンケートでは、今後の 10 年間のしまづくりについ

て、53 項目を重要度５段階で評価してもらいました。 

重要度が高いという回答が多かったものをまとめると、次

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）重要度の上位 10 項⽬ 
順位 項目 点数※ 

1 自然環境や伊是名村らしい景色の保全 4.15 

2 教育環境の向上（中学校） 3.98 

3 教育環境の向上（小学校） 3.94 

4 教育環境の向上（幼児教育） 3.92 

5 簡易水道の整備 3.91 

6 ごみ処理対策 3.90 

6 保健・医療環境の充実 3.90 

8 農業の振興 3.89 

8 地場産業の振興 3.89 

8 救急体制の強化 3.89 

※点数は５点満点とした場合の点数 

？ 

２ 幼児から中学校まで、教育環境の向上 

３ 
住み続けられる環境づくり 

（生活環境・基盤整備・医療基盤） 

１ 
自然環境の保全・ 

伊是名らしい景色の保全 

４ 農業や地場産業などの活性化 
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01 将来像および分野別の目指す姿 
 

第１節  将来像およびしまづくりの理念 

伊是名村の 10 年後の将来像を次のとおり定めます。 

 

自然と歴史、人が輝く ときわのしま・いぜな 

 
「自然と歴史、人が輝く」は、本村の自然と歴史・文化、そして人に鑑み、この３つが三位一体となって

輝く、活気に満ち、人にやさしく、文化の薫り高い島を表しています。そして「ときわのしま・いぜな」は、そ

のような自然も、歴史・文化も、人間性も豊かな島社会が、いつまでも続くことを願うものです。 

総合計画は、今後のしまづくりを行っていくための計画であることから、この将来像のもと、村民と行

政が一体となった活力ある協働のしまづくりを目指します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２節  分野別の目指す姿（基本目標） 

「自然と歴史、人が輝く ときわのしま・いぜな」の将来像のもと、10 年後の目指す姿を分野別に整理

すると、次頁のとおりです。 

分野は、伊是名村の総合的な発展・振興を鑑み、以下の７分野としました。 

 
 教育・文化・スポーツ 

 自然環境・生活環境 

 福祉 

 防災・防犯 

 社会基盤 

 産業 

 交流・協働・行財政  

「ときわ（常盤）」とは 

ときわ（常盤）とは、「①永久に不変なこと」、「②とこしえにそのさまを変えないこと」、「③草木が

青々として変わらないこと」という意味です。和歌や琉歌でも「常盤なる松」などと使われ、長寿や不

変を表します。本村の地場産業である泡盛の銘柄にも採用されています。 

限りない繁栄を表すことや、「えにしあらば 又も来て見ん 伊是名島 田の面につづく 松のむら

だち」とリュウキュウマツの織り成す景観を賞賛された本村にふさわしい用語として選定しました。 

 POINT 
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基本目標 

（10 年後の伊是名村の姿） 

教育・文化・スポーツ 

世代をこえて学び、 

誇りを育むしまづくり 

（伊是名村に関わるすべての人が 

島に誇りと愛着を持っている） 

自然環境・生活環境 

豊かな自然を愛する 

持続可能なしまづくり 

（多様な自然が守られ、 

快適に暮らせる環境が整っている） 

福祉 

いきいきと暮らし、 

ともに支え合うしまづくり 

（子どもからお年寄りまで皆が 

いきいきと生活できている） 

防災・防犯 

一人ひとりが備える、 

安全・安心で強靭なしまづくり 

（いざの備えや日常の安全が確保され、 

誰もが安心して暮らせている） 

社会基盤 

みんなが明るく、 

快適な暮らしを支えるしまづくり 

（島内外とつながり、快適な生活を 

支える基盤が整備されている） 

産業 

未来にはばたく、 

魅力ある産業のしまづくり 

（すべての産業が島の特色をいかし、 

元気で、魅力にあふれている） 

交流・協働・行財政 

島の魅力を効率的に 

世界に発信し、 

ともに支え合うしまづくり 

（村民皆が、互いを尊重し、 

島内外で交流している） 
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02 将来人口 
 

第１節  将来人口の目標（人口展望） 

第５次伊是名村総合計画では、目標年度である 2031（令和 13）年度の目標人口を、およそ 1,2４0

人と設定します。 

村では、第５次伊是名村総合計画および第２期伊是名村総合戦略を策定するにあたって、伊是名村

人口ビジョンの時点修正を行いました。人口ビジョンは、2060（令和 42）年までの本村における人口の

展望を示すものです。このままの状態が続けば、本村の人口は 2060 年には 800 人程度まで減少す

る推計となりますが、人口減少に歯止めをかけるための取り組みを行うことで、減少幅をゆるやかにし、

人口維持を図ります。総合計画の目標年度である 2031 年度には、1,240 人程度の人口を維持するこ

とを目指します。 

 
将来⼈⼝の⽬標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
将来人口の推計について 

人口ビジョンの時点修正では、国立社会保障・人口問題研究所の推計をベースに、コーホート要

因法を用いました。 

コーホート（Cohort）とは、同じ期間に生まれた人たちのまとまりのことで、今回の推計では５歳

階級でコーホートを設定しました。このコーホートに対して、基準年（2020（令和２）年）から５年ご

との人口変動要因を仮定し、推計を行いました。人口変動要因は、自然増減（出生と死亡）、社会増

減（人の移動）として設定しました。 

 POINT 
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03 第５次総合計画の体系 
 

基本目標１  世代をこえて学び、誇りを育むしまづくり 

（１）幼児教育の充実 
「幼稚園教育要領」に基づいた幼児教育を推進するとともに、伊是名村

幼保連携型総合施設の一体的な整備を推進します。 

（２）学校教育の充実 

教育施設・設備および教育環境づくりに取り組み、児童生徒一人ひとり

が「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」などの生きる力を育むことの

できる、安全で安心した楽しい学校教育を推進します。 

（３）家庭教育・地域教育

の推進 
家庭教育の支援に取り組むとともに、青少年の健全育成を推進します。 

（４）社会教育・生涯学習

の充実 

老若男女に等しく多様な生涯学習の機会を提供するための取り組みを

推進します。また、文化・社会教育施設の充実・魅力向上を図り、地域

活性化に向けて取り組みます。 

（５）スポーツ活動の充実 

既存スポーツ施設の整備・機能強化による地域活性化へ向けた取り組

みを推進します。また、地域内外の交流や、健康長寿の促進につながる

スポーツ活動の充実に努めます。 

（６）歴史・文化の保全・継

承の取り組み 

村内の文化財について、調査研究を蓄積し、保存継承のために適切な

保存整備に取り組みます。また、地域の伝統芸能を全世代で担っていく

ことのできる環境づくりを推進します。 

景観重要地区を中心とした歴史的な村並みを保存しながら、その資源

を活かした取り組みを推進します。 

 

 

基本目標２  豊かな自然を愛する持続可能なしまづくり 

（１）自然環境の保全 
本村の豊かな自然環境を適正に維持管理しながら、生活環境の向上

に向けた取り組みを推進します。 

（２）環境対策の推進 

ごみ処理対策や、循環型社会の形成を促進することで、よりよい生活

環境の形成に努めます。開発や公害対策については、既存の赤土防

止対策を引き続き実施し、新たな補助事業､対策についても関係機関

と連携して取り組むとともに、広報活動等の強化を図ります。 

（３）墓地対策 
村民の生活環境を守り維持していくために、墓地や火葬場に関する

様々な課題について、村民や関係機関と協働して取り組みます。 

（４）自然エネルギーの 

活用 

自然エネルギーを活用した環境負荷の少ない新エネルギーについて

計画導入を検討するとともに、家庭用太陽光発電の設置などの普及

促進に努めます。 
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基本目標３  いきいきと暮らし、ともに支え合うしまづくり 

（１）高齢者福祉の充実 

高齢者へ配慮した公共施設のバリアフリー化を進めるほか、高齢者が

住み慣れた地域で安心して生活できるよう、必要とする福祉サービスの

提供と医療制度の安定化に努めます。 

（２）体の不自由な方々の

福祉の充実 

体の不自由な方へ配慮した公的施設のバリアフリー化の拡充に努めま

す。 

また、体の不自由な方の自立を支援し、安全かつ快適に生活ができ、社

会活動に参加しやすい環境の形成に向けた取り組みに努めます。 

（３）出産・子育て支援の 

充実 

本村への移住・定住を促進するための環境整備や支援に取り組みま

す。また、児童・母子福祉の充実、子育て環境の充実を図る取り組みを

推進します。 

（４）保健・医療の充実 

住み慣れた地域での暮らしを続けられるよう、医療・福祉の充実・連携

を進め、村民への安全・安心な医療機会の提供や、迅速な措置・救命率

向上を図るため、保健医療の体制づくりを推進します。 

また、生涯スポーツと連携した村民の健康づくりに努めます。 

（５）保険・年金の充実 

社会保障制度について、医療費に関する村民の理解を促進し、国民健

康保険事業の健全な運営に努めます。また、国民年金に係る相談体制

の充実を図り、年金制度への理解の促進に努め、納付率向上に取り組

みます。 

 

 

基本目標４  一人ひとりが備える、安全・安心で強靭なしまづくり 

（１）消防・救急体制の 

整備 

村民・地域・行政・関係機関が連携して、消防・救急体制の強化を図りま

す。また、消防団の更なる充実や、平素から一人ひとりの防火意識・救

命意識を高める取り組み等を通じて体制強化を図ります。 

（２）防災・防犯・危機管理

体制の強化 

村民の安全・安心な生活を確保するため、日常から緊急時・災害時等に

備える意識の啓発につながる取り組みや、自主防災組織の立ち上げ促

進や活動の支援を推進します。 

また、防犯や交通安全の確保に向けて、各種取り組みを推進します。 
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基本目標５  みんなが明るく、快適な暮らしを支えるしまづくり 

（１）道路交通の整備 

道路については、村民生活の利便性、観光振興、産業振興の支えにな

ることから環境・景観に配慮しながら整備推進に努めます。また、架橋

建設に向けた取り組みを推進するとともに島内交通ネットワークの形成

に取り組みます。 

（２）海上交通の整備 

村民の生活航路、村経済活動の基盤である船舶運航事業の経営安定

化に向けて取り組み、健全な運営を目指すとともに船舶運航の安定化、

港湾利用の利便性を考慮し、安全に配慮した港湾整備の充実に努めま

す。また、場外離着陸場の利活用方法などを検討し有効利用に努めま

す。 

（３）上下水道の整備 

上水道については、村民へ安全な水の安定供給を図り、運営基盤およ

び経営基盤の強化に取り組みます。下水道については、村民の日常生

活における環境衛生の向上に向けた取り組みを推進します。 

（４）情報通信の整備 

Society5.0（※1）時代の離島のあり方に応える取り組みを推進しま

す。また、整備された通信網を適切に維持管理するとともに、ICT（※
2）の利活用を促進します。 

（５）公園・広場の整備 
公園・広場など社会活動の基盤となる施設について、村民の意向を反

映して整備・維持管理を進めます。 

（６）土地利用計画の策定 
新しい国土利用計画を策定し、効果的・効率的な土地利用を推進しま

す。 

（※1）Society5.0（ソサエティ 5.0）…政府が 2016（平成 28）年に提唱した新しい社会の
あり⽅。情報技術の発展によって仮想空間と現実空間がつながり、経済発展
と社会問題の解決が両⽴した、⼈々が暮らしやすい社会のこと。 

（※2）ICT…Information and Communication Technology（インフォメーション アンド コ
ミュニケーション テクノロジー）の略で、情報通信技術のこと。 
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基本目標６  未来にはばたく、魅力ある産業のしまづくり 

（１）農業の振興 
基幹産業である農業の生産基盤や農村環境の整備を進め、地域の特

色を生かした豊かで活力ある農業の振興を図ります。 

（２）畜産業の振興 
畜産業における生産基盤の整備を推進し、生産性の向上や経営の安定

化を図ります。 

（３）水産業の振興 

養殖の生産体制強化の取り組みや、漁場の保全活動、観光漁業の推

進、伝統漁法の継承に努めます。また、水産物加工販売体制の強化・確

立や、水産業の経営安定化に向けた取り組みを推進します。 

（４）商工業の振興 

小規模零細企業の育成および支援を行い、地域経済の活性化や雇用

の創出を図ります。また、中小企業・個人事業主の増加や職業の増加、

特産品などの開発を推進し、U・I ターン（※1）の環境づくりに努めま

す。 

（５）観光業の振興 

豊かな自然環境を生かした魅力ある観光地の形成を目指し、多様なニ

ーズに対応した観光振興を促進します。また、あらゆる観点から伊是名

村の観光を発信し、観光ブランド化を目指した体制づくりや、地域連携

に努めます。 

（※1）U・I ターン…U ターンは地⽅から都市に移住した⼈が、再び故郷に戻ること。I ターンは
都市部から出⾝地とは違う地⽅に移住すること。 

 

基本目標７  島の魅力を効率的に世界に発信し、ともに支え合うしまづくり 

（１）地域コミュニティー

の充実 

地域内外の交流を深め、活力あるしまづくりを行いながら、移住・定住

人口の増加を図る取り組みを推進します。 

（２）交流の促進 
観光やイベント、スポーツ合宿などをとおして交流できる環境・体制づく

りを進め、交流人口および関係人口の増加を目指します。 

（３）協働のしまづくりの

推進 

村民と行政が一体となって豊かなしまづくりを実現していくための取り

組みを推進します。 

また、人権や多様性の尊重、男女ともに活躍できる社会の実現にむけ

て、相談・支援体制の強化や、各種会議への女性参画の推進、男女とも

に仕事と家庭生活のバランスのとれた働き方の普及・促進を図ります。 

（４）効率的な行財政運営 

効率的な行財政運営を目指し、良質的な行政サービスが提供できるよ

うに努めます。そのため、村税などの自主財源の確保や、補助事業など

を活用し村負担の抑制に努めます。 
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世代をこえて学び、 

誇りを育む 

しまづくり 

（１）幼児教育の充実 （２）学校教育の充実 

（３）家庭教育・地域教育の推進 （４）社会教育・生涯学習の充実 

（５）スポーツ活動の充実 （６）歴史・文化の保全・継承の取り組み 

豊かな自然を愛する 

持続可能な 

しまづくり 

（１）自然環境の保全 （２）環境対策の推進 

（３）墓地対策 （４）自然エネルギーの活用 

いきいきと暮らし、 

ともに支えあう 

しまづくり 

（１）高齢者福祉の充実 （２）体の不自由な方々の福祉の充実 

（３）出産・子育て支援の充実 （４）保健・医療の充実 

（５）保険・年金の充実 

一人ひとりが備える、 

安全・安心で強靭な 

しまづくり 

（１）消防・救急体制の整備 

（２）防災・防犯・危機管理体制の強化 

自然と歴史、人が輝く ときわのしま・いぜな 

未来にはばたく、 

魅力ある産業の 

しまづくり 

（１）農業の振興 （２）畜産業の振興 

（３）水産業の振興 （４）商工業の振興 

（５）観光業の振興 

みんなが明るく、 

快適な暮らしを 

支える しまづくり 

（１）道路交通の整備 （２）海上交通の整備 

（３）上下水道の整備 （４）情報通信の整備 

（５）公園・広場の整備 （６）土地利用計画の策定 

島の魅力を効率的に 

世界に発信し、ともに 

支え合うしまづくり 

（１）地域コミュニティの充実 （２）交流の促進 

（３）協働のしまづくりの推進 （４）効率的な行財政運営 

施策体系図 
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04 土地利用の基本的考え方 
 

第１節  自然維持地域 

伊是名村は、二見ヶ浦海岸（伊是名城から海ギタラまでの海岸）などの自然海岸や広大な海、ウフヤ

マ（大野山）やメンナー岳などの緑豊かな山林などといった自然環境を多く有しています。 

県指定天然記念物「アハラ御嶽のウバメガシ及び琉球松等の植物群落」をはじめ、これら自然環境の

保全、育成に努めます。また、伊是名村の豊かな自然環境を活用し、エコ・ツーリズム（※1）やブルー・

ツーリズム（※2）、体験学習などの観光産業の振興を視野に入れた利活用を積極的に推進します。 

景観計画の周知や環境条例の策定により良好な自然環境の保全・維持に努めます。 

（※1）エコ・ツーリズム…⾃然環境や歴史⽂化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対
象となる地域の⾃然環境や歴史⽂化の保全に責任を持つ観光のありかた。 

（※2）ブルー・ツーリズム…島や沿海部の漁村に滞在し、魅⼒的で充実した海辺での⽣活体
験を通じて、⼼と体をリフレッシュさせる余暇活動のこと。 

 

第２節  農業地域 

農用地は、農業活動の基盤であるとともに、村土の保全や自然環境の保全につながるほか、生活環

境としても重要な役割を果たしています。 

伊是名村の基幹産業である農業の振興を図りつつ、優良農地の保全・確保ならびに有効活用を図り

ます。また、農用地の高度利用を図るため、遊休農地の解消や農地の集約化など、農地の流動化を促進

します。 

 

第３節  集落地域 

伊是名村の集落は、海岸沿いに分布しており、住宅等が立地する集落居住区域と周辺の農用地で形

成された農村集落となっています。 

これらの集落は、歴史的な集落景観を有していることから、景観要素の保全に配慮した生活基盤等の

整備や、優れた集落環境の形成を図ります。 

また、村民の定住促進を図るため、快適な住環境の整備などの施策を調査・推進します。 

 

第４節  離島地域 

主島である伊是名島を除き、屋那覇島、具志川島、降神島は、現在無人島となっています。 

これらの無人島については、村土の有効活用の観点から、調査研究を進め、自然環境の維持・保全や

利活用に努めます。 
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 村民懇談会こぼれ話  

みんなが目指したい 10 年後の伊是名村の姿は？ 

総合計画の策定にあたって、村民懇談会を実施しました。ご参加いただいた皆さま、大変ありがと

うございました！ 

 
村民懇談会では各地区の方に集まっていただき、10 年後の伊是名村の将来像や、各施

策における目指すべき姿を意見交換しました。 

懇談会で挙げられた将来像についての意見を一部ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

？ 

意見のまとめ 

 活力ある島となるために人口増加や産業振興が重要であり、そのための環境づくり
がなされた島がよいというイメージが共有されました。 

 “歴史”や“文化”“愛着”など、島のアイデンティティに係る内容がみられました。また、
これらを次世代に伝承していくことが大切であるという意見が多くみられました。 

 子どもからお年寄り、島外からの移住者も含めて、みんなで魅力あるしまをつくって
いきたいという意見もみられました。 

人の交流ある島づくりをめざして 

自然、歴史、共存、フレッシュ、魅力ある、しま、ときわ 

歴史、伝承、交流、文化、わくわく、ときわ 安全・安心、暮らしをつくる 

夢、明るく、教育、絆、お年寄り、ゆいまーる、働く、残すものを決める、 
子育て世代、豊かな、地域の文化の継承 

伝統、文化、方言の継承 

専門分野の産業を発展させるため IT 事業を導入する 新しい産業の開拓 

ゆいまーる、しごと、安らぎ、愛着、みんな、子ども、子育て世代 

健やか、教育、育む、文化、歴史、島つくり 

若者、お年寄り、共に支え合い、育む、安らぎのしま 

住宅があってしごともあり、売店もあって、人口増加している、 
子どもも、若者も、お年寄りも、島民みんなが活力あるしま 
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７-３ 協働のしまづくりの推進 

 

目標・方針 SDGs 

村民と行政が一体となって豊かなしまづくりを実現して

いくための取り組みを推進します。 

また、人権や多様性の尊重、男女ともに活躍できる社会

の実現に向けて、相談・支援体制の強化や、各種会議へ

の女性参画の推進、男女ともに仕事と家庭生活のバラン

スのとれた働き方の普及・促進を図ります。 

 

 

 現状と課題 

■村⺠参加によるしまづくり 
 村の各種施策について、村ホームページや広報誌へ掲載し広く周知しています。 

 第4次総合計画策定時において、アンケート調査や村民ワークショップによる村民の意見を反映さ

せた計画づくりに努めています。 

 情報公開については、法令に基づき、村が保有する情報を広く一般に公開しています。 

 民意の集約に関しては、行政懇談会やパブリックコメントを通して、広く村民から意見を募集して

います。 

 外部から講師を招いた住民参加型の地域づくり講演会やワークショップを通じた職員研修などを

開催し、しまづくりに参加できる体制づくりを行っています。 

 全ての村民が適切に情報を受け取れるような新たな情報発信ツールが求められています。 

■社会参画の推進 
 男女ともに活躍できる社会実現のため、安心して仕事と家庭生活のバランスのとれた働き方を支

援していくための行動計画の見直しや更なる取り組みが必要となっています。 

 男女共同参画社会の構築に向けた更なる広報活動が必要です。 

 各種会議や委員会等への女性の参画は、積極的に取り組んでいます。2020（令和2）年度実績

において27.3％で、過去5年間横ばいの状態となっています。 

 
 
 
 
 
  

職員研修の様子 
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 施策の展開 

①村民意見を反映させたしまづくり  企画政策課   総務課  

 各種施策・計画策定にあたっては、引き続きアンケート調査やパブリックコメント、懇談会など、意

見を広く聴取しながら行政・村民協働の計画づくりに努めます。 

 しまづくりを推進する上で必要な情報を積極的に公開します。 

 日常的に村政への関わりを深めてもらうため、村民の意見を聴取・反映させるような仕組みづく

り、また、村民が政策提言できるような場所づくりに努めます。 

②講演会や研修の実施  企画政策課  

 村民がしまづくりに参加できる体制を維持しつつ、村民向けの講演会や研修の実施に努めます。 

③ホームページや広報誌等情報発信の充実  総務課  

 村ホームページや広報誌の内容の充実に努めるほか、SNSなどあらゆるツールや手法を用いた

情報発信を行います。 

④社会の変化に対応できる仕組みづくり  総務課  

 行動計画を見直し、長時間勤務の是正や男性の家庭生活（家事・育児等）への参加等を促進しま

す。 

⑤各種会議や委員会等への女性の参画  総務課  

 今後も各種会議や委員会等への女性の参画を積極的に推進し、人材育成に取り組みます。 

 
  

講演会の様子 
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７-４ 効率的な行財政運営 

 

目標・方針 SDGs 

効率的な行政運営を目指し、良質的な行政サービスが

提供できるように努めます。そのため、村税などの自主財

源の確保や、補助事業などを活用し村負担の抑制に努め

ます。 

 

 

 現状と課題 

■⾏財政改⾰ 
 新庁舎建設に向けた取り組みを行っており、現在設計業務を進めております。 

 集中改革プランを作成しており、目標値を達成していますが、職員の定員数は全国比より高い状

況にあります。 

 村民からの相談は横断的に担当課へ申し送りするなど、横の連携を行っています。 

 村民が利用しやすい窓口体制、関連性の強い事務の同一課への分掌、村民にわかりやすい組織

体制を検討する必要があります。 

■⾃主財源の確保と財政運営 
 観光・体験施設および便益施設を整備するにあたり、北部振興事業などを活用し、村負担をでき

るだけ抑えることに努めています。 

 今後は、施設の稼働率を伸ばしていくため、更なる体験プログラムの開発・導入を行うことで、利

用者の増加・利用収入の増加に取り組み、村負担を抑制する必要があります。 

 一括交付金の活用により、観光振興・定住促進・福祉・教育・農林水産振興といった様々な事業を

実施しており、村の財政負担軽減に繋がっています。 

 自主財源徴収委員会および対策委員会を設置し、村税を中心とした公共料金の滞納整理を実施

しています。 

 限られた財源を有効的・効率的に配分し、財政収支の均衡を図っていく必要があります。 
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 施策の展開 

①新庁舎の整備  企画政策課  

 関係機関等と連携し、新庁舎の早期完成および村民サービスの向上に取り組みます。 

②合理的・効率的な行政組織の運営  総務課  

 行財政改革を進め合理的・効率的な行政組織の運営に取り組みます。 

③横断的な組織体制の構築  総務課  

 行政部門間の連携強化と総合調整機能を持った横断的な組織体制の構築に努めます。 

④振興事業の活用  企画政策課  

 北部振興事業や一括交付金などの高補助率の事業を活用し、村負担の抑制に努めながら村の振

興発展を目指したソフト・ハード両面の整備に取り組みます。 

⑤自主財源の確保  総務課  

 法定外環境協力税の継続や、ふるさと納税制度の積極的な推進に努めるとともに、関係機関と連

携し、村税等の徴収率の向上に努めます。 

 村民サービスの維持・向上を図るため、全職員を対象とした村の財政状況に関する職員研修会な

どの開催に努めます。また、公共施設等総合管理計画に沿った公共施設の適正な維持管理を進

めます。 
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 村民アンケートこぼれ話  

伊是名村のむらづくりへの参加意向は？ 

 

村民アンケートでは、「どのように伊是名村のむらづくりへ参加したいか」についても 

伺いました。最も回答が多かったのは、「自治会活動へ参加する」です。この答えは、年代別

クロス集計においても、どの年代でも 1 位となっています。 

次いで、回答率 10％を超えた意見として、「わからない」が多い結果となりました。 

アンケートでは、あらかじめ設定した質問への回答以外にも、自由意見として村民の皆さ

まから沢山のご意見をいただきました。その一部は、分野ごとのコラムでご紹介しています。 

皆さまからいただいたご意見を踏まえながら、今後のまちづくりを進めてまいります。 

 

 

 

 

？ 

【自由意見から】 

■これからのむらづくりに向けて 

 今ある資源を最大限に活用し、産業の充実、発展に尽力してほしい。都会に合わせ
ることはない。 

 今日よりも明日、少しずつでも前に進み続けていけるように、村民が気付いたこと
や要望を日常的に行政に伝えられる仕組みがあったらいいなと思う。 

 ぜひ島の方言を残してほしい。 

 各集落の屋号マップを作成してほしい。 

 色々な分野の働き手確保のために島外からの受け入れ態勢を整える必要がある。 

 むらおこしのリーダーを育成する。先を進む人のノウハウを取り入れる。 

 未来のある後継者づくりに取り組む姿勢で、若者が増える環境づくりにこれまで
以上に励んでほしい。 

38.5%

12.1%

8.9%

8.4%

6.8%

5.6%

5.6%

4.7%

3.7%

2.3%

1.4%

自治会活動へ参加する

わからない

村議会議員を通して意見を伝える

ボランティア・NPO活動などへ参加する

むらづくりについて特に自ら関わろうとは思わない

懇談会などへ参加する

顔見知りの職員に意見を伝える

各種団体を通して意見を伝える

自主的なむらづくり勉強会などへ参加する

役場に出向き直接関係のある課などに意見を伝える

各種計画等の策定委員会などへ参加する

どのようにむらづくりへ参加したいですか（全年齢）



 

 

 

 

 

 

参 考 資 料  
策 定 までの経 緯  

 

*  
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01 策定の経緯 
 

第１節  策定体制 

計画の策定にあたっては、策定委員会および審議会を組織し、検討を行った。 

また、村民の意見を収集するため、アンケート調査および村民懇談会を開催した。 

 

策定体制図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
策定委員会 委員名簿 

№ 氏名 役職 備考 

１ 奥間 守 伊是名村副村長 会長 

２ 照屋 巧 伊是名村教育長 副会長 

３ 諸見 直也 伊是名村総務課長  

４ 諸見 美奈子 伊是名村住民福祉課長  

５ 末吉 長吉 伊是名村建設環境課長  

６ 神田 宗秀 伊是名村商工観光課長  

７ 前田 秀光 伊是名村農林水産課長  

８ 前川 栄進 伊是名村企画政策課長 事務局担当課長 

９ 兼元 清永 伊是名村教育振興課長  

10 高良 和彦 伊是名村議会事務局長  

11 濱里 篤 伊是名村会計管理者  

  

各種会議

役場内
各課

村民

事務局
（企画政策課・受託者）

資料提供 意見

素案等提出・施策評価シート

・各課ヒアリング

・村民アンケート

・村民懇談会

審議会

策定委員会
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審議会 委員名簿 
№ 氏名 役職 備考 

１ 西 昇 学識経験者 会長 

２ 末吉 朝茂 沖縄県農業協同組合 伊是名支店長  

３ 仲田 吉光 伊是名村漁業協同組合 組合長  

４ 西 フミ子 伊是名村農業委員会 会長  

５ 中川 貞允 いぜな島観光協会 会長  

６ 東江 源也 伊是名村商工会 会長  

７ 伊禮 一昇 伊是名村老人クラブ連合会 会長  

８ 伊佐川 正人 伊是名村青年団協議会 会長  

９ 島川 直樹 伊是名小学校 校長  

10 宮城 研治 伊是名中学校 校長  

11 伊禮 正隆 区長会代表者／仲田区長  

 
 

第２節  策定の経緯 

 
 
第 5 次伊是名村総合計画および第２期伊是名村総合戦略策定経緯 

年月日 経緯 

2021 

（令和３）年 

8月20日 

～9月８日 
村民アンケート 

10月14日 
各課ヒアリング（教育振興課、企画政策課、住民福祉課） 

村民懇談会（伊是名区、仲田区） 

10月15日 
各課ヒアリング（建設環境課、農林水産課、商工観光課、総務課） 

村民懇談会（諸見区、内花区、勢理客区） 

10月26日 第１回策定委員会 

10月27日 第１回審議会（諮問） 

12月21日 第２回策定委員会 

12月22日 第２回審議会 

2022 

（令和４）年 

2月15日 第３回策定委員会 

２月16日 第３回審議会 

2月25日 答申 

３月16日 伊是名村議会において基本構想を可決 
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02 条例規則 
 

第１節  伊是名村総合計画開発委員会設置規程 

○伊是名村総合計画開発委員会設置規程 

平成2年5月29日 

訓令第１号 

(設置) 

第1条 本村の総合計画、開発に関する業務を円滑に実施するため、伊是名村総合計画開発委員会(以下

「委員会」という。)を設置する。 

(委員会の業務) 

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 基本構想、基本計画及び実施計画の策定に関すること。 

(2) 各種開発行為の事前審査、法令、条例等による規制行為の調整に関すること。 

(3) その他計画及び開発行為に関すること。 

(4) 委員会の結果を村長に報告すること。 

(組織) 

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職をもって充てる。 

2 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理

する。 

(会議) 

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

(庶務) 

第5条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。 

(委任) 

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成2年6月1日から施行する。 

附 則(平成7年訓令第2号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成10年訓令第1号) 

この規程は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年訓令第2号) 

この規程は、平成31年4月23日から施行する。 

附 則(令和3年訓令第3号) 

この規程は、令和3年6月1日から施行し令和3年4月1日から適用する。 
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別表(第3条関係) 

区分 役職 

会長 副村長 

副会長 教育長 

委員 総務課長 

住民福祉課長 

建設環境課長 

農林水産課長 

商工観光課長 

企画政策課長 

教育振興課長 

議会事務局長 

会計管理者 
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第２節  伊是名村総合計画審議会条例 

○伊是名村総合計画審議会条例 

平成７年６月28日 

条例第33号 

（設置） 

第１条 本村に、伊是名村総合計画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、村長の諮問に応じて伊是名村総合計画等の策定及びその他実施に関し必要な調査及び

審議を行う。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について村長が委嘱し、又は任命する。 

（１）各種団体の推薦する者 

（２）学識経験者及び村長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提

出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 伊是名村総合開発審議会条例（昭和48年条例第11号）は、廃止する。 

附 則(平成12年条例第31号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則(平成18年条例第6号) 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年条例第23号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和３年条例第３号) 

この条例は、公布の日から施行し令和３年４月１日から適用する。 
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03 諮問・答申 
 

第１節  諮問 

 
 
  

伊 企 第 2 1 7 - 1 号 

令 和 3 年 10 月 27 日 

 

伊是名村総合計画審議会 

会 長 西  昇  殿 

 

伊是名村長 前 田 政 義 

 

 

第 5 次伊是名村総合計画について（諮問） 

 

 伊是名村総合計画策審議会条例（平成 7 年条例第 33 号）に基づき設置された貴審議会に

対し、第 5 次伊是名村総合計画・第 2 期伊是名村総合戦略を諮問いたします。 

 

  

 諮問理由 

 

 本村では、平成 24 年度に第 4 次伊是名村総合計画を策定し、掲げた施策の実現のため

様々な事業に取り組んで参りました。 

 また、平成 26 年度にまち・ひと・しごと創生法が施行され、それに基づき平成 27 年度に地方

版総合戦略「第 1 期伊是名村人口ビジョン・総合戦略」を策定いたしました。 

 両計画ともに令和 3 年度で最終年次を迎えるため、これまでの各施策の評価・検証を行い、

残された課題や今後の施策の展開を検討し、本村の更なる発展と持続可能な村づくりに取り組

んでいくため、第 5 次伊是名村総合計画（基本構想「令和 4 年度から 10 年間」・前期基本計

画「令和 4 年度から 5 年間」）、第 2 期伊是名村総合戦略（令和 4 年から 5 年間）に関して諮

問し、貴審議会の意見を求めるものであります。 
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第２節  答申 

 

伊 審 第 3 号 

2022（令和 4 年）2 月 25 日 

 

伊是名村長 前田 政義 殿 

 

伊是名村総合計画審議会 

会 長  西   昇 

 

第 5 次伊是名村総合計画及び第 2 期伊是名村総合戦略について（答申） 

 

 2021（令和 3 年）10 月 27 日付伊企第 217-1 号にて諮問のあった「第 5 次伊是名村総合

計画（案）及び第 2 期伊是名村総合戦略（案）」について、本審議会で慎重に審議した結果、下

記の意見を付して答申します。 

 なお、計画の推進にあたっては、本審議会の審議過程及び村民ワークショップ・各種ヒアリン

グなどを通して寄せられた意見を尊重するとともに、特に、下記の意見書に配慮されますよう要

請いたします。 

 

意  見  書 

 

本計画を実現するため、下記の各施策の推進に努められるようお願いいたします。 

 

１．教育・文化・スポーツ 

 本村の将来を担うこども達へ質の高い教育を施し、古より伝わる伝統文化を保存継承し、ス

ポーツを通して村民の健康増進に資する施策の推進を図ること。 

 

2．自然環境・生活環境 

 本村の豊かな自然環境の保全とともに、生活環境に配慮した事業の推進を図ること。 

 

3．福祉 

 村民の福祉向上を図るための取り組み、高齢者・子育て世代への支援の充実を図ること。 

 

4．防災・防犯 

 防犯・防災に備える取り組みを展開し、村民の生命や財産を守り安全を確保するための施策

の推進を図ること。 
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5．社会基盤 

 村民の快適な生活環境を整えるために、社会基盤の施策を推進すること。 

 

6．産業 

 本村の基幹産業である農林水産業の振興発展のため、関係機関等と連携した施策の推進を

図ること。 

 

7．交流・協働・行財政 

 人口減少対策のため、移住・定住・交流を促進する施策を推進しつつ、効率的な行財政運営

を図ること。 

 

基本構想で掲げた「自然と歴史、人が輝く ときわのしま・いぜな」の理念のもと、村民と行政

が協働し活力ある村づくりを実現するよう、そして、本村がますます発展することを期待いたし

ます。 
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04 人口ビジョンの見直し 
 

第１節  2021（令和３）年度見直しについて 

本村では、2016（平成 28）年３月に「伊是名村人口ビジョン・総合戦略」を策定し、2060（令和 42）

年までの本村人口の展望と、展望実現のための取り組みである総合戦略をとりまとめた。 

総合戦略の計画期間が終了し、今回、第５次伊是名村総合計画と一体化した新たな総合戦略をとり

まとめるにあたって、人口ビジョンも現状に即した軽微な見直しを行うものとする。 

見直しのポイントは下記の２点である。 

 推計の基準年を、2020（令和２）年とする。 

 基準年の人口は、令和２年国勢調査における人口とする。 

 

第２節  将来推計およびシミュレーション 

（１）将来人口の推計（何も手立てを打たない場合） 

現状のまま何も手立てを打たない場合に、どれだけ人口減少が起こるのかを知るために、２パターン

の将来推計を行った。 ※以下、調査名・資料名を除き、推計においては西暦を用いる。 

 
将来推計のパターン 

パターン 概要 

パターン① 

（社人研推計準拠） 

 国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研とする）による推計のうち、基

準年の本村の人口を、「令和２年国勢調査」における人口に置き換えた。 

 基準年人口以外の人口変動要因の数値は、社人研の推計の数値を使用した。 

【人口変動要因の仮定】 

自然増減：（出生）子ども女性比、0～4 歳性差／（死亡）生存率 

社会増減：純移動率 

パターン② 

（村独自推計／合計

特殊出生率 2.07） 

 パターン１に加え、人口変動要因のうち出生推計に係る数値である「子ども女

性比」を「合計特殊出生率」に置き換えた。 

合計特殊出生率は、「平成 25 年～平成 29 年人口動態保健所・市区町村別

統計」（厚生労働省、令和２年７月）における伊是名村の合計特殊出生率

「2.07」がずっと続くと仮定した。 

【人口変動要因の仮定】 

自然増減：（出生）合計特殊出生率、0～4 歳性差／（死亡）生存率 

社会増減：純移動率 

 

※パターン①（社人研推計準拠）の子ども女性比を合計特殊出生率に換算する

と「2.8」になり、実績値の「2.07」と差がありすぎるため、村の独自推計とし

てパターン②を実施した。パターン①よりも生まれてくる子どもの数が少ない

と仮定した推計である。 

  



参考-11 

パターン①・②ともに、人口は右肩下がりとなる。社人研推計に準拠したパターン①では 2060 年に

922 人となり、基準年から 400 人の減少となる。合計特殊出生率を厳しめ（子どもの生まれる数が少

ない）と仮定したパターン②では 2060 年に 812 人となり、基準年から 510 人減少する推計となった。 

老年人口（65 歳以上）1 人を生産年齢人口（15 歳～64 歳）何人で支えるかをみると、2060 年時点

で、パターン①が 1.74 人、パターン②が 1.55 人と、子どもが生まれる数が少ないと仮定したパターン

②のほうでは悪い数値となっている。 

 
総⼈⼝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾼齢者（65 歳以上）と⽣産年齢⼈⼝（15 歳〜64 歳） 
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（２）シミュレーション 

伊是名村において、自然増減と社会増減のどちらの影響が大きいのかを検討するために、「地方人口

ビジョンの策定のための手引き（令和元年 12 月版）」（内閣府地方創生推進室）に従ってシミュレーショ

ンを行った。 

 
シミュレーションの種類 

パターン 概要 

パターン① 

（社人研推計準拠） 

 社人研推計のうち、基準年の本村の人口を、令和２年国勢調査における人

口に置き換えた。 

シミュレーションＡ 

（合計特殊出生率 2.1） 

 パターン①をベースに、合計特殊出生率が 2035 年までに人口置換水準

（人口を長期的に一定に保てる水準である 2.1）になると仮定した場合の

シミュレーション。 

シミュレーションＢ 

（合計特殊出生率 2.1 

+人口移動均衡） 

 パターン①をベースに、合計特殊出生率が 2035 年までに人口置換水準

2.1 まで上昇し、かつ人口移動が均衡（転入・転出数が同数となり、純移動

率がゼロで推移する）と仮定した場合のシミュレーション。 

 
各シミュレーションの総人口を比較すると、合計特殊出生率が人口置換水準である 2.1 になると仮定

したシミュレーションＡが、2060 年に 816 人まで減少する最も悪い結果となった。人口置換水準とは

人口を長期的に一定に保てると考えられる水準であるが、現在の伊是名村では村内の合計特殊出生率

が人口置換水準に達しても、人口減少は避けられないことが伺える。一方、合計特殊出生率が 2.1 まで

上昇し、かつ移動がゼロになったと仮定したシミュレーションＢにおいて、2060 年に 1,039 人と、人口

の減少幅が最も少ない結果となった。 

次頁の自然増減および社会増減の影響度において示されているとおり、本村では社会増減の影響が

大きく、Ｕターンを含め転入を促進することが重要と考えられる。 

 
総⼈⼝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,259

1,199

1,154

1,107

1,055

1,004

961

922

1,242

1,166

1,104

1,053

992

929

871

816

1,322

1,283

1,246
1,214

1,177

1,129

1,086
1,059

1,039

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人） 総人口（パターン①とシミュレーションの比較）

パターン１（社人研推計準拠）

シミュレーションA（出生率2.1）

シミュレーションB（出生率2.1＋移動均衡）
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⾃然増減および社会増減の影響度 
分類 計算方法（①÷②） 結果 影響度 

自然増減の

影響度 

①：シミュレーションＡの 2045 年推計人口＝ 992 

１ ②：パターン①（社人研推計）の 2045 年の推計人口＝ 1,055 

①÷②＝ 94.08% 

社会増減の

影響度 

①：シミュレーションＢの 2045 年推計人口＝ 1,129 

３ ②：シミュレーションＡの 2045 年推計人口＝ 992 

①÷②＝ 113.74% 

※⾃然増減の影響度：1：100％未満、2：100〜105％、3：105〜110％、4：110〜115％、5：115％以上 
※社会増減の影響度：1：100％未満、2：100〜110％、3：110〜120％、4：120〜130％、5：130％以上 
 

村独自推計であるパターン②も含めて、年齢３区分別の人口推移を比較すると下図および次頁の図

とおりである。 

年少人口および生産年齢人口は、合計特殊出生率を厳しめに仮定したパターン②およびシミュレーシ

ョンＡにおいて減少の傾きが大きいことから、転入を増やす取り組みとともに出生数を維持・増加させる

ための取り組みが必要と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
年齢３区分別の⼈⼝推移の⽐較（年少⼈⼝：0 歳〜14 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

人口の維持のポイント 

① Ｕターンおよび I ターンを促進し、転入数を増加させる 

② 村民の出産・子育ての希望を叶え、出生数を維持・増加させる 

 POINT 

パターン１（社人研推

計準拠）

パターン２（出生率

2.07）

シミュレーションA

（出生率2.1）

シミュレーションB

（出生率2.1＋移動

均衡）

2020年 207 207 207 207

2030年 185 150 152 169

2040年 176 125 127 163

2050年 168 115 117 168

2060年 151 94 96 177

207 207 207 207

185

150 152
169

151

94 96

177

0

50

100

150

200

250

（人）

推計人口の推移（年少人口）

2020年 2030年 2040年 2050年 2060年
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年齢３区分別の⼈⼝推移の⽐較（⽣産年齢⼈⼝：15 歳〜64 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢３区分別の⼈⼝推移の⽐較（⽼年⼈⼝：65 歳以上） 
 
  

パターン１（社人研推

計準拠）

パターン２（出生率

2.07）

シミュレーションA

（出生率2.1）

シミュレーションB

（出生率2.1＋移動

均衡）

2020年 707 707 707 707

2030年 594 594 594 624

2040年 549 543 543 583

2050年 518 493 494 558

2060年 489 437 439 550

707 707 707 707

594 594 594 624

489
437 439
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0
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200

300

400
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600

700

800

（人）

推計人口の推移（生産年齢人口）

2020年 2030年 2040年 2050年 2060年

パターン１（社人研推

計準拠）

パターン２（出生率

2.07）

シミュレーションA

（出生率2.1）

シミュレーションB

（出生率2.1＋移動

均衡）

2020年 408 408 408 408

2030年 420 420 420 454

2040年 382 382 382 431

2050年 318 318 318 360

2060年 281 281 281 311

408 408 408 408
420 420 420

454

281 281 281
311

0
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第３節  将来展望 

前節までの分析を踏まえ、本村の人口の長期展望を次のとおり位置づける。 

 

【人口の将来展望】 

2060（令和 42）年に 1,040 人程度の人口を維持する 

 
本村の将来人口は、現状のまま何も対策を行わない場合の推計（村独自推計）では 2060 年までの

40 年間で 510 人減少し、812 人となる推計となっているが、U ターン・Ⅰターンを促す取り組みや、村

民が出産・子育てしやすい環境を整える取り組みを促進することで、人口の減少幅を抑え、2060 年に

およそ 1,040 人程度の人口を維持することを目指す。 

 
将来展望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,242人

1,164人

1,102人

1,051人

990人

926人

868人

812人

1,322人
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1,238人
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1,146人
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600人

700人

800人

900人

1,000人

1,100人

1,200人

1,300人

1,400人
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（人） 将来展望と村独自推計（何も対策しない場合）の比較

村独自推計

展望人口

【対策による人口減少の食い止め】

対策を講じることにより、何も対策を行わなかったときよりも

226人の増加を目指す。

総合計画の

計画期間

ビジョン

目標年度
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対策後の伊是名村⼈⼝の展望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対策後の⾼齢者（65 歳以上）と⽣産年齢⼈⼝（15 歳〜64 歳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1,322人
1,274人

1,238人
1,204人 1,179人

1,146人
1,106人

1,070人
1,038人

207 193 166 152 156 157 153 143 135

707
637 652 655 635 615 604 595 567

408
444 420 397 388 374 349 332 335

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人） 人口の将来展望
展望人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

707 637 652 655 635 615 604 595 567

408

444 420 397 388 374 349 332
335

1.73 

1.43 

1.55 
1.65 1.64 1.64 

1.73 
1.79 

1.69 

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人）（人） 高齢者（老年人口）と生産年齢人口

生産年齢人口 高齢者 高齢者1人を支える生産年齢人口



参考-17 

対策後の⼈⼝ピラミッドの推移 
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■（参考）将来展望の推計方法 

将来展望は村独自推計であるパターン②をベースに、人口変動要因を次のとおり仮定して推計した。 

 
ア.自然増減 

【合計特殊出生率の設定】 

合計特殊出生率は、出産・子育て支援の取り組みを行うことによって 2060 年に 2.50 になると仮定

し、2025 年から段階的に増加すると設定した。 

 
合計特殊出⽣率の設定値 
2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 2065 年 

2.07 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.30 2.40 2.50 2.50 

 
【生存率の設定】 

生存率は、社人研推計による数値をそのまま使用した。 

 
イ.社会増減 

【移動数の設定】 

社会増減については、2020 年→2025 年の５年間および 2025→2030 年の５年間は、具体的な

移住者数を仮定した。なお、この期間は第５次伊是名村総合計画の計画期間 10 年間と同一である。 

 

2020 年→2025 年（５年間）の転⼊数の仮定 （⼈） 
仮定 仮定人数 世帯数 ５年間合計 備考 

移住者 4 人家族 4 2 8 小学生 2 人・両親の 4 人家族 

大学卒業後に島に U ターン 2 5 10 毎年男女 1 人ずつ 

40 代で島に U ターン 2 5 10 毎年男女 1 人ずつ 

合計 28  

 
2025 年→2030 年（５年間）の転⼊数の仮定 （⼈） 

仮定 仮定人数 世帯数 ５年間合計 備考 

移住者 4 人家族 4 2 8 小学生 2 人・両親の 4 人家族 

大学卒業後に島に U ターン 4 5 20 毎年男女 2 人ずつ 

30 代で島に U ターン 2 2 4 2 年ごとに男女 1 人ずつ 

40 代で島に U ターン 2 2 4 2 年ごとに男女 1 人ずつ 

合計 36  

 
移動数の設定値 （⼈） 

年齢 
2020→2025 2025→2030 

男 女 男 女 

0～4 歳→5～9 歳         

5～9 歳→10～14 歳 2 2 2 2 

10～4 歳→15～19 歳         
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年齢 
2020→2025 2025→2030 

男 女 男 女 

15～19 歳→20～24 歳         

20～24 歳→25～29 歳 3 3 5 5 

25～29 歳→30～34 歳 2 2 5 5 

30～34 歳→35～39 歳 1 1 3 3 

35～39 歳→40～44 歳 1 1 1 1 

40～44 歳→45～49 歳 5 5 2 2 

45～49 歳→50～54 歳         

50～54 歳→55～59 歳         

55～59 歳→60～64 歳         

60～64 歳→65～69 歳         

65～69 歳→70～74 歳         

70～74 歳→75～79 歳         

75～79 歳→80～84 歳         

80～84 歳→85～89 歳         

85 歳以上→90 歳以上         

合計 14 14 18 18 

 
【純移動率の設定】 

純移動率は、社人研推計の数値をベースにするが、2030 年～2060 年は、移住・定住に向けた取り

組みを促進することにより、純移動率が下表の％分だけ改善すると仮定した。 

 
移動率上昇の考え⽅ 

年齢 
毎年の上昇％ 5 年間の上昇％ 

男 女 男 女 

0～4 歳→5～9 歳     

5～9 歳→10～14 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

10～4 歳→15～19 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

15～19 歳→20～24 歳     

20～24 歳→25～29 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

25～29 歳→30～34 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

30～34 歳→35～39 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

35～39 歳→40～44 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

40～44 歳→45～49 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

45～49 歳→50～54 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

50～54 歳→55～59 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

55～59 歳→60～64 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

60～64 歳→65～69 歳 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 

65～69 歳→70～74 歳     

70～74 歳→75～79 歳     

75～79 歳→80～84 歳     

80～84 歳→85～89 歳     

85 歳以上→90 歳以上     
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修正前の純移動率（男性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正前の純移動率（⼥性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

→2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年
0〜4歳→5〜9歳 -0.04154 -0.03741 -0.03491 -0.03071 -0.03104 -0.03104 -0.03104 -0.03104
5〜9歳→10〜14歳 0.00491 0.00834 0.01162 0.01343 0.01665 0.01665 0.01665 0.01665
10〜4歳→15〜19歳 -0.66003 -0.66003 -0.66003 -0.66003 -0.66003 -0.66003 -0.66003 -0.66003
15〜19歳→20〜24歳 0.58372 0.60659 0.63721 0.65526 0.67268 0.67268 0.67268 0.67268
20〜24歳→25〜29歳 0.1982 0.31221 0.32649 0.34164 0.35136 0.35136 0.35136 0.35136
25〜29歳→30〜34歳 0.10837 0.11737 0.23519 0.24216 0.19284 0.19284 0.19284 0.19284
30〜34歳→35〜39歳 -0.01938 -0.05822 -0.05548 -0.02091 -0.01902 -0.01902 -0.01902 -0.01902
35〜39歳→40〜44歳 0.04989 0.0492 0.0144 0.01673 0.04665 0.04665 0.04665 0.04665
40〜44歳→45〜49歳 0.05253 0.05659 0.05689 0.03726 0.03846 0.03846 0.03846 0.03846
45〜49歳→50〜54歳 0.05343 0.05697 0.06257 0.06719 0.04854 0.04854 0.04854 0.04854
50〜54歳→55〜59歳 -0.02775 -0.02615 -0.02512 -0.02291 -0.02107 -0.02107 -0.02107 -0.02107
55〜59歳→60〜64歳 -0.04709 -0.04496 -0.04385 -0.04289 -0.04054 -0.04054 -0.04054 -0.04054
60〜64歳→65〜69歳 -0.00326 0.03643 0.03983 0.04184 0.04416 0.04416 0.04416 0.04416
65〜69歳→70〜74歳 -0.05377 -0.05457 -0.04566 -0.04507 -0.04517 -0.04517 -0.04517 -0.04517
70〜74歳→75〜79歳 -0.07094 -0.07487 -0.07475 -0.07004 -0.06953 -0.06953 -0.06953 -0.06953
75〜79歳→80〜84歳 -0.00986 -0.00316 -0.01093 -0.01637 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325
80〜84歳→85〜89歳 -0.0723 -0.07823 -0.07046 -0.07054 -0.06795 -0.06795 -0.06795 -0.06795
85歳以上→90歳以上 -0.02582 -0.02615 -0.03181 -0.0214 -0.03524 -0.03524 -0.03524 -0.03524

→2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年
0〜4歳→5〜9歳 -0.04601 -0.04207 -0.03969 -0.03571 -0.03607 -0.03607 -0.03607 -0.03607
5〜9歳→10〜14歳 -0.01508 -0.00817 -0.00558 -0.00417 -0.00165 -0.00165 -0.00165 -0.00165
10〜4歳→15〜19歳 -0.66534 -0.66534 -0.66534 -0.66534 -0.66534 -0.66534 -0.66534 -0.66534
15〜19歳→20〜24歳 -0.00356 0.01033 -0.03205 0.01933 0.02989 0.02989 0.02989 0.02989
20〜24歳→25〜29歳 0.41759 0.64819 0.76601 0.61978 0.66825 0.66825 0.66825 0.66825
25〜29歳→30〜34歳 0.09864 0.1223 0.19096 0.26745 0.1855 0.1855 0.1855 0.1855
30〜34歳→35〜39歳 0.05209 0.0127 0.01958 0.03953 0.06541 0.06541 0.06541 0.06541
35〜39歳→40〜44歳 -0.07181 -0.05581 -0.07237 -0.06921 -0.06014 -0.06014 -0.06014 -0.06014
40〜44歳→45〜49歳 -0.0723 -0.07355 -0.06377 -0.074 -0.07264 -0.07264 -0.07264 -0.07264
45〜49歳→50〜54歳 0.00243 0.00459 0.00804 0.00968 0.01022 0.01022 0.01022 0.01022
50〜54歳→55〜59歳 -0.00956 -0.00826 -0.00705 -0.00471 -0.00339 -0.00339 -0.00339 -0.00339
55〜59歳→60〜64歳 -0.01303 -0.01108 -0.00989 -0.00866 -0.00626 -0.00626 -0.00626 -0.00626
60〜64歳→65〜69歳 -0.01087 0.0039 0.03353 0.02285 0.01748 0.01748 0.01748 0.01748
65〜69歳→70〜74歳 -0.03415 -0.03157 -0.02532 -0.00765 -0.0179 -0.0179 -0.0179 -0.0179
70〜74歳→75〜79歳 -0.00252 -0.00695 -0.00308 0.00161 0.00254 0.00254 0.00254 0.00254
75〜79歳→80〜84歳 -0.09252 -0.08999 -0.09238 -0.09138 -0.09082 -0.09082 -0.09082 -0.09082
80〜84歳→85〜89歳 -0.03977 -0.04632 -0.0379 -0.02983 -0.02527 -0.02527 -0.02527 -0.02527
85歳以上→90歳以上 -0.03069 -0.03637 -0.03904 -0.02825 -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451



参考-21 

修正後の純移動率（男性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正後の純移動率（⼥性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※⻩⾊セルが修正箇所 
 

→2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年
0〜4歳→5〜9歳 -0.04601 -0.04207 -0.03969 -0.03571 -0.03607 -0.03607 -0.03607 -0.03607
5〜9歳→10〜14歳 -0.01508 -0.00817 0.01942 0.02083 0.02335 0.02335 0.02335 0.02335
10〜4歳→15〜19歳 -0.66534 -0.66534 -0.64034 -0.64034 -0.64034 -0.64034 -0.64034 -0.64034
15〜19歳→20〜24歳 -0.00356 0.01033 -0.03205 0.01933 0.02989 0.02989 0.02989 0.02989
20〜24歳→25〜29歳 0.41759 0.64819 0.79101 0.64478 0.69325 0.69325 0.69325 0.69325
25〜29歳→30〜34歳 0.09864 0.12230 0.21596 0.29245 0.21050 0.21050 0.21050 0.21050
30〜34歳→35〜39歳 0.05209 0.01270 0.04458 0.06453 0.09041 0.09041 0.09041 0.09041
35〜39歳→40〜44歳 -0.07181 -0.05581 -0.04737 -0.04421 -0.03514 -0.03514 -0.03514 -0.03514
40〜44歳→45〜49歳 -0.07230 -0.07355 -0.03877 -0.04900 -0.04764 -0.04764 -0.04764 -0.04764
45〜49歳→50〜54歳 0.00243 0.00459 0.03304 0.03468 0.03522 0.03522 0.03522 0.03522
50〜54歳→55〜59歳 -0.00956 -0.00826 0.01795 0.02029 0.02161 0.02161 0.02161 0.02161
55〜59歳→60〜64歳 -0.01303 -0.01108 0.01511 0.01634 0.01874 0.01874 0.01874 0.01874
60〜64歳→65〜69歳 -0.01087 0.00390 0.05853 0.04785 0.04248 0.04248 0.04248 0.04248
65〜69歳→70〜74歳 -0.03415 -0.03157 -0.02532 -0.00765 -0.01790 -0.01790 -0.01790 -0.01790
70〜74歳→75〜79歳 -0.00252 -0.00695 -0.00308 0.00161 0.00254 0.00254 0.00254 0.00254
75〜79歳→80〜84歳 -0.09252 -0.08999 -0.09238 -0.09138 -0.09082 -0.09082 -0.09082 -0.09082
80〜84歳→85〜89歳 -0.03977 -0.04632 -0.03790 -0.02983 -0.02527 -0.02527 -0.02527 -0.02527
85歳以上→90歳以上 -0.03069 -0.03637 -0.03904 -0.02825 -0.04510 -0.04510 -0.04510 -0.04510

→2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年
0〜4歳→5〜9歳 -0.04154 -0.03741 -0.03491 -0.03071 -0.03104 -0.03104 -0.03104 -0.03104
5〜9歳→10〜14歳 0.00491 0.00834 0.03662 0.03843 0.04165 0.04165 0.04165 0.04165
10〜4歳→15〜19歳 -0.66003 -0.66003 -0.63503 -0.63503 -0.63503 -0.63503 -0.63503 -0.63503
15〜19歳→20〜24歳 0.58372 0.60659 0.63721 0.65526 0.67268 0.67268 0.67268 0.67268
20〜24歳→25〜29歳 0.19820 0.31221 0.35149 0.36664 0.37636 0.37636 0.37636 0.37636
25〜29歳→30〜34歳 0.10837 0.11737 0.26019 0.26716 0.21784 0.21784 0.21784 0.21784
30〜34歳→35〜39歳 -0.01938 -0.05822 -0.03048 0.00409 0.00598 0.00598 0.00598 0.00598
35〜39歳→40〜44歳 0.04989 0.04920 0.03940 0.04173 0.07165 0.07165 0.07165 0.07165
40〜44歳→45〜49歳 0.05253 0.05659 0.08189 0.06226 0.06346 0.06346 0.06346 0.06346
45〜49歳→50〜54歳 0.05343 0.05697 0.08757 0.09219 0.07354 0.07354 0.07354 0.07354
50〜54歳→55〜59歳 -0.02775 -0.02615 -0.00012 0.00209 0.00393 0.00393 0.00393 0.00393
55〜59歳→60〜64歳 -0.04709 -0.04496 -0.01885 -0.01789 -0.01554 -0.01554 -0.01554 -0.01554
60〜64歳→65〜69歳 -0.00326 0.03643 0.06483 0.06684 0.06916 0.06916 0.06916 0.06916
65〜69歳→70〜74歳 -0.05377 -0.05457 -0.04566 -0.04507 -0.04517 -0.04517 -0.04517 -0.04517
70〜74歳→75〜79歳 -0.07094 -0.07487 -0.07475 -0.07004 -0.06953 -0.06953 -0.06953 -0.06953
75〜79歳→80〜84歳 -0.00986 -0.00316 -0.01093 -0.01637 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325
80〜84歳→85〜89歳 -0.07230 -0.07823 -0.07046 -0.07054 -0.06795 -0.06795 -0.06795 -0.06795
85歳以上→90歳以上 -0.02582 -0.02615 -0.03181 -0.02140 -0.03524 -0.03524 -0.03524 -0.03524
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